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〈論説〉

SDGsの課題とローカル／グローカル・ガバナンス

佐藤　元彦

はじめに

　国連が2015年の持続可能な開発サミットで採択した SDGs（持続可能な
開発目標、期間は2016～2030年）は、いまや「交通標識のようなもの」（1）

として、世界の隅々まで広く浸透しつつある。そして、「交通標識のよう
なもの」であるが故に、SDGsに関する文献や資料（デジタル媒体による
ものを含む）は、国内外を問わず氾濫していると言っても過言ではないよ
うな状況がある。本稿では、そうした先行する研究等を包括的にレビュー
する余裕はないが、「交通標識のようなもの」、換言すれば、誰もが当然の
こと、疑いの余地のないこととして受け止めがちである SDGsについて、
抜け落ちているのではないか、回避されているのではないかと思われる論
点を改めて取り上げ、一定の考察を加えたい。

１．SDGs の意義と諸課題

　抜け落ちている、回避されていると思われる論点にふれる前に、ここで、
SDGsの意義について簡単に振り返っておきたい。よく知られているよう
に、SDGsは同じく国連のミレニアムサミットで採択された国連ミレニア
ム宣言（2000年）に基づいて専門家主導によりまとめられたMDGs（ミ
レニアム開発目標、期間は2001年～2015年）の後継として位置づけられ
ている。もっとも、両者の間には小さからぬ懸隔があることもしばしば指
摘されてきたところである。それは、MDGsの焦点が貧困の撲滅にある一
方で、SDGsは、いわゆる持続可能性により重きが置かれていることであ

（1）  河辺一郎・愛知大学教授の国研公開研究会「SDGsをめぐる国際政治と地域による取り組
み」（2021年３月22日）での発言に基づく。
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り、そうであるが故に、MDGsは、主として貧困撲滅が大きな課題である
発展途上地域を念頭に置いたものであるのに対して、SDGsは、それにと
どまらず、全世界を視野に入れた目標になっている、という点である。
MDGsにも目標７として持続可能性への言及はあったが、その実際的な
ターゲットとして注目されたのは、むしろ安全な飲料水、基礎的な衛生施
設、スラム居住者といった発展途上地域により大きな課題がのしかかって
いる問題に関しての、かつ数値化が容易なものにとどまっていたと言える。
また、目標８のグローバル・パートナーシップについても、LDCや
LLDC、SIDSのニーズへの言及が目立っており、先進地域から発展途上地
域への国際協力としてそうしたパートナシップが位置づけられる傾向が
あった。
　MDGsの最終的成果に関して、当時のパン（Ban Ki-moon）国連事務総
長は、極度の貧困状態にある約10億人を救済したMDGsは、歴史上もっ
とも成功した貧困撲滅運動になった、とし、これからの SDGsの踏切台に
なるであろう、ともコメントしているが（2）、これは、以上のようなMDGs

の性格、また SDGsとの関係を象徴的に示唆していると言えよう。参考ま
でに、MDGsに対応させる形で SDGsを整理すると本稿末尾の付表のよう
になり、SDGsがMDGsを包摂する内容を持っていることが知られる。
　他方で、SDGsの今一つの注目点は、「誰一人取り残さない」というキャッ
チフレーズに集約されている通り、国ではなく、一人ひとりの人間に焦点
が当てられているという点である。この点は、国単位での枠組みを中心に
進められたMDGsの取り組みが格差には踏み込めなかった点（3）との対比
において重要である。MDGsの諸目標の中で格差についての言及がない訳
ではなかったが、それは目標３との関係でのジェンダー格差に限定され、
個人や家計の間の、あるいは地域間の格差についてはほとんど不問とされ
た。これに対して、SDGsでは、ジェンダー平等に関する目標５のほかに
格差の是正・解消に真正面から取り組む目標として目標10が設定された。

（2）  United Nations (2015), Millennium Development Goals Report 2015に寄せた「まえがき」による。
（3）  このような指摘は数多くあるが、例えば、外務省『開発協力白書』（2015年版）の９ペー

ジを参照。なお、実は、注（2）でふれた「まえがき」でも、格差の問題は、残された大きな
課題として言及されている。
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さらに、複数の目標における包摂性や公正さの追求も格差に関係する内容
であると言えよう。ともあれ、一人ひとりの人間に焦点が当てられている
点は、SDGsに対する評価には欠かせないポイントである。
　以上、大きく２つの点で SDGsの意義を強調したが、しかし、同時に注
意が必要な点もあることを次に指摘しておきたい。「交通標識のようなも
の」として誰もが支持していると受け止められがちであるが、学術研究の
観点からは、未解決の問題をそこに孕んでいることを確認しておきたい。
　まず注目したいのは、MDGs、特に貧困撲滅を達成するための政策、手
段は、SDGsでは同時に持続可能性が求められているという点に関してで
ある。MDGsの下に進められた貧困撲滅のための政策、手段が、直ちに持
続可能なものではなく、SDGsの下での貧困撲滅の政策、手段に自動的に
継承され得るものではないという点は指摘しておく必要があろう。別言す
れば、MDGsの下で採用された貧困撲滅のための政策や手段については、
持続可能性の観点から改めて検証する必要がある、ということである。
　参考までに、MDGsにおいて進められた貧困撲滅については、公式かつ
包括的なものとして、2005年以来2015年までの期間に国連によって取り
まとめられた年次報告書 Millennium Development Goals Reportが参考にな
る。ただし、同報告書では、どの程度貧困者数や貧困率が変化（改善）し
てきたのか、という結果は明らかにされているが、どのような政策、手段
によってそれがもたらされたのかという点については考慮外の扱いであ
る。同報告書は、また、世界全体の他には、アジア、アフリカといった大
括りの地域区分での推移は明らかにしているものの、政策、手段といった
点で主要な主体である国ごとの状況は明記されていない（ただし、中国を
除く）。ちなみに、大括りの地域区分という点では、東南アジア、南アジ
ア（インドを含める場合と含めない場合の２ケース）、また別立てで示さ
れている中国で貧困減少が目立っていると報告されてきたが（4）、それらの

（4）  United Nations (2015), op.cit.によれば、1990年と2015年（ただし予測値）について、極度
の貧困に苦しむ人の割合を比較した場合に、東南アジアは46％から７％へ、南アジア（イ
ンドを含む）が52％から17％へ、インド以外の南アジアは53％から14％へ、中国が61％か
ら４％へと、いずれも大きな減少が見られるのに対して、サハラ以南アフリカに関しては、
57％から41％へと、減少は見られるものの、減少幅は必ずしも大きくない、という。ちな
みに、世界全体では、36％から12％に減少している。
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地域では、まさに工業化を中心とした地球環境への負荷が大きな開発が進
められてきた訳であり、このことは、MDGsの下での貧困撲滅が持続可能
であったのかどうかに疑念を抱かさせるものがあると言えよう。他方で、
SDGsには、繰り返すまでもなく、持続可能性に関する多くの目標やター
ゲットが盛り込まれている。とはいえ、貧困撲滅という目標と持続可能性
に関する目標との相互関係は、SDGsにおいても明確ではなく、それぞれ
に独立しているとの認識であろうという感は否めない。
　なお、ここで、関連する国連システムの動きとして、国連開発計画（UNDP）
が2020年に PHDI（Planet pressures-adjusted HDI）を新たに導入した点にふ
れておきたい（Human Development Report 2020、以下、UNDP2020報告書
と記載）。PHDIは、貧困撲滅を念頭に長年共有されてきた HDI（人間開
発指数）から地球環境への負荷、具体的には、一人当たりの二酸化炭素排
出量と物質フットプリントに基づく指数を控除するというものであり、こ
れまでの貧困撲滅のための政策や手段を自明としないという問題関心が背
景にあるという点にまずは着目しておきたい。今後、貧困撲滅に関して
HDIよりも PHDIが主流になっていけば、持続可能性の観点から貧困撲滅
への取り組みを評価するという営みが定着していくことになろう。
　その一方で、PHDIをめぐる現状からは、それが容易ではなさそうであ
るという点も見えてくる。というのも、PHDIが低い諸国は、HDIそのも
のも低く、貧困撲滅と持続可能性とがともに低水準で結びついているケー
スが少なくないからである。そうしたケースでは、そもそも地球環境への
負荷は、HDI高水準国に比してかなり低いのが、データの示す一般的傾向
である。PHDIの上昇が HDIの上昇に裏づけられるという関係には必ずし
もなっていないということでもある。むしろ、HDIが上がり、次の段階で
PHDIを上げるという政策や手段が取られるというのが、私たちの経験則
と言えるのだとすれば、HDIと PHDIがともに低いケースでは、まずは
HDIをいかに上げるのかを考えなくてはならないということであろう。そ
して、HDIを上げるために人類がこれまでに取ってきた政策や手段は、工
業化が圧倒的に多く、それ自体が直ちに持続可能であるとは言えないとい
うことは、広く共有されてきたと言える。これに対して、例えば、非工業
化を軸とした貧困撲滅、HDI向上の政策なり手段なりが「開発」に関して
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共有されているのか。共有されているならば別とは言えるかも知れないが、
他方、非工業化が工業化に比して持続可能性に優れているのかどうかも、
最終的には検証が必要な問題である。
　PHDIと HDIの現状から考えさせられるもう一つの点は、HDIと PHDI

の差が、HDIが高いケースにおいて目立つという点である。つまり、HDI

が高いケースの中には、地球環境への負荷が大きいケースが多いというこ
とであり、この点は、貧困撲滅のための政策、手段の実際を踏まえると、
想定されることであった。例えば、UNDP2020報告書（2019年時点、対象
国数は170）で、PHDI（最高値は１）が上位10ヵ国の HDIとの差（ロス）
の平均は0.1290であったのに対して、それが最も低い方の10ヵ国の平均
は0.0012であった。ちなみに、この点の世界の平均は、0.048（HDI、
PHDIがそれぞれ0.731、0.683）である。以上を通じて改めて確認できる
のは、貧困撲滅のためにとられ得る政策や手段と持続可能性との間には、
依然として未解決の問題が横たわっているということである。
　なお、HDIと PHDIとの関係において、HDIが高く PHDIとの差も小さ
なケースが全くない訳ではないという点をここで付言しておきたい。例え
ば、HDIが最高値１に対して0.8以上で、PHDIとの差が0.048未満である
ようなケースとしてコスタリカとパナマが挙げられる。別言すれば、残り
の168ヵ国は、これら２つの条件を揃っては充足していない、ということ
である。それでは、コスタリカとパナマは、高水準の HDIを実現するため
にどのような政策なり手段なりを講じてきたのであろうか。また、それは、
どの程度の普遍性を持っているのであろうか。このことを検討する余裕は
本稿ではなかったが、着眼すべき事例であるとの指摘は残しておきたい。
　以上、SDGsそれ自体からはやや離れた感もあるが、SDGsに内在する
課題が、最近の PHDIをもってしても、なお手探り状態にあるという点を
課題として提示しておきたい。
　次に指摘しておきたいのは、SDGsの推進主体（SDGs関係ではアクター、
またステークホルダーが用いられることが多いが、本稿では、アクター＝
ステークホルダーではなく、アクターがステークホルダーになるプロセス
も重要であるという観点から、まずはアクターを用いることとしたい）に
関する問題である。SDGsでは、社会を構成するあらゆるアクターが、
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SDGsの対象であると同時に、推進者（となり得る）として位置づけられ
ている。そうであるからこそ、例えば企業 SDGs、自治体 SDGs、また学
校 SDGsといった概念が社会に浸透しつつもある。しかし、問題は、それ
らの相互の関係について、SDGsが切り込んできたとは言えないという点
である。目標17はパートナーシップに関するものだが、それはグローバ
ルなレベルの話であって、国内社会でのそれには、言及がほとんどない。
その結果として、マトリックス型の推進体制のイメージが否めなくなって
いる。マトリックス型というのは、例えば、縦軸に SDGsの各目標なり各
ターゲットを並べ、横軸には政府、企業、自治体、市民社会などのアクター
を列記して、取り組みの内容に従ってマス目を埋めていくというイメージ
であるが、こうしたマトリックスは、何がどのアクターによって進められ
ているのかが一目瞭然である半面で、アクター同士の関係については、不
明、さらには不問と受け止められかねない状況がある。SDGsによって取
り組まれる課題は、本来的に面的、あるいは空間的であり、点的ではなく、
線的であるとすら言えない側面が強い。そうした性格の課題に対して、ア
クター同士で面や空間をどのように形成していくのかについては、マト
リックス型のアプローチはほぼ不案内である。
　また、仮に、パートナーシップがグローバルのレベルに限らず、国を含
めた社会全体にも想定されるとすれば、その形、内容とはどのようなもの
か、についても明らかにする必要がある。異業種を意識した産学官、産学
官民、さらには産学官民金、また同業種間の連携、共生、共創などといっ
た言葉は、SDGsにはほとんどと言ってよいほどに登場しないが、例えば
目標11にも関係する防災を例にとれば、それぞれの個別のアクターの取
り組みが面として整備されていなければ、対応は強靭性には欠けるという
ことは容易に想像できよう。
　マトリックス型アプローチに内在しかねないもう一つの難点は、17の
目標や169のターゲットの相互の関係への視点が弱くなりかねないという
ことである。例えば、貧困撲滅と持続可能性は、目標としては別々に設定
されているが、今日的世界においては、両者を切り離して考えることがで
きないことは、先の第１の問題に関連して述べた通りである。個別に、い
わば切り取って対応を検討するのではなく、切り取った目標とそれ以外の
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目標との関連性を視野に入れる、そのことを意識するという対応が求めら
れるが、実態は、企業、自治体、学校などのアクターが、一つまたは複数
の目標を「切り取って」対応するという状況が一般的である（5）。このこと
に関連して、いわゆる ESG（Environment＋ Social＋ Governance）という
観点の重要性が、国連の責任投資原則（PRI）などとの関係で、SDGsに
先立って世界的な広がりを見せていたが、その点が SDGsに必ずしも十分
に反映されていない、という点も付言しておきたい。
　このように、マトリックス型のたて付けは、アクター間の関係のみなら
ず、目標間の関係に関しても、考察や検討を疎かにしかねない問題を孕ん
でいると言え、この点は、今後の SDGsの推進、さらにはポスト SDGsの
展望の中で改めて踏まえられていく必要があると指摘しておきたい。
　第三に、政治に関する論点の欠落を指摘しておきたい。つまり、非民主
的な政治でも SDGsが達成できればよいと受け止められかねないたて付け
になっているという点である。公正、格差（是正）、包摂といったキーワー
ドは出てくるが、民主あるいは人権が直接的なキーワードになっていない
という点には注意が必要であろう。周知の通り、人権には、大きく社会権
と自由権とがあり（その他にはいわゆる第三世代の人権があるが、ここで
の議論に必ずしも中核的に関係があるとは言えないので、それへの言及は
差し控える）、この文脈で言えば、SDGsは社会権の考え方を基礎とした
ものであると言える。別言すれば、自由権の部分の扱いは曖昧であり、
SDGsを実現する政治の体制については、極端に言えば不問である。もち
ろん、先にふれた公正等のキーワードは人権や民主性と関連性があると述
べることは可能である。しかし、それらは、非民主的な政治の下でも実現
できると言え、現に、HDIも PHDIも高水準でありながら、強権的体質の
政治が浸透しているケースが少数ながらもある。典型的なのはベラルーシ
であり、ベラルーシの PHDIの世界順位は16位（日本と同順位）で、HDI

も0.823と、最高水準であるとは言えないものの、先にふれたコスタリカ
やパナマを上回り、かなり高い水準であることが、UNDP2020報告書では

（5）  ここで言う「切り取って」を「指差し型」対応と呼び、それに対して常に全目標を視野に
入れる対応を「全方向型」と呼ぶ試みがある（2022年３月14日の国研公開研究会「SDGs・
大学・地域」における羽後静子・中部大学教授の発表による）。
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示されている。
　ところで、政治体制が民主的かどうか、いわゆる良い統治（Good 

Governance）であるのかどうかという評価については、いくつかの世界的
に共有されてきた指標がある。世界銀行のWGI（Worldwide Governance 

Indicators）などは、その一例であるが、ここでは、ドイツのベルテルスマ
ン財団（Bertelsmann Stiftung）が2006年以来２年に一度公表している BTI 

Reportを参考にこの問題を論じてみたい。この報告書を取り上げる理由は、
同財団が国連事務総長の提唱で結成された SDSN（Sustainable Development 

Solutions Network）（6）と共同で、Sustainable Development Report（以下 SD報
告書と記載）を毎年公刊していることによる。
　さて、ここで注視したいのは、BTI Reportが SD報告書とは別に取りま
とめられているという点であり、確かに、SD報告書において報告されて
いる SDGs Indexの構成因子には、BTI Reportで取り上げられている民主
主義の状況（Democracy Status）やガバナンスの達成状況（Governance 

Performance）に関する指標、指数は含まれていない。実は、ベラルーシ
については、BTI Reportが対象としている137ヵ国の中で前者については
88位、後者に関しては105位という状況であり、いずれについてもかなり
低い状況が確認できる。これに対して、SD報告書の2020年版によれば、
ベラルーシの SDG指標の順位は対象165ヵ国中24位となっている。要は、
HDI、PHDI、さらには SDGs Indexの高水準の達成は、民主的とは言えな
い政治の下でも達成し得るということが示唆されており、改めて SDGsの
設定上の課題が明らかになっていると言える。なお、BTI Reportは、先に
ふれた２つの側面に関して定性的なコメントも付しているが、それによれ
ば、ベラルーシについては、民主性に関しては「独裁的」とされる一方、
ガバナンスに関しては「破綻」しているとのコメントが付されている（7）。

（6）  SDSNと聞いて、World Happiness Reportの発行元であることを想起する人も少なくないか
も知れないが、同ネットワークは、周知のように、特に持続可能性や幸福に大きな関心を払っ
てきた、もともとは2012年に当時のパン国連事務総長の呼びかけによりスタートした国際
的 NGOである。

（7）  以上のこのパラグラフでの BTI Reportからの引用は2020年版による（https://bti-project.org）。
なお、民主性については、独裁的以外の表記は民主的のみであり、またガバナンスに関して
は、破綻の他は、非常に良い、良い、普通、弱いとのコメントが付されている。ちなみに、
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　参考までに、先に HDIと PHDIとに大きな差がなくいずれも高い水準
で達成しているとしたコスタリカ、パナマについて、同じ BTI Reportでの
民主主義の状況は、コスタリカが７位で、パナマは36位、ガバナンス達
成状況に関しては、コスタリカ５位、パナマ43位となっており、特にコ
スタリカの状況が注目される。
　以上、SDGsの問題性を３点にわたって述べたが、多言するまでもなく、
SDGsの意義自体を否定する意図は全くない。今後に解決が俟たれる問題
や課題を示すことで、ポスト SDGsに向けて何が重要なのかを示したかっ
た、ということである。
　さて、これらの３点をさらに深めるには、現時点ではそれぞれに難しさ
があり、いずれも相当のエネルギーと時間を求められる問題であると考え
る。もっとも、第２点については、第１点や第３点に比して、現実に実行
されてきたものをどのような枠組みとして整理し直すのかという側面が強
い課題なので、ここでさらに考察を深めることは、他の２点に比して難し
くないと判断している。次節では、上で指摘したようなマトリックス型の
たて付けを補完する論点、観点として何が重要なのかを改めて考察したい。

２． グローカリゼーションとローカル／グローカル・ガバ

ナンス

　マトリックスをもって直ちに「縦割り」と解することはできないにせよ、
連携や協働というニュアンスが前面に出ていないというイメージがあるこ
とは確かであろう。他方で、連携、協働を考える際には、何を核とするの
か、という問題も重要である。ICT等の発達を背景に、地理的空間の意味
は大きく変化している。「地理の終焉」を唱える研究者は、いまやこの概
念を世界的金融統合との関連で最初に使ったとされるオブライエン
（Richard O’Brien）にとどまらない。かつては、地域連携、地域協働からは、
多くの場合、近接性がイメージされたが、現在は、遠隔連携も特別なこと
ではない。とは言え、既に述べたように、点や線ではなく、面という視点

ベラルーシ同様に破綻しているとのコメントが付されているのは、137ヵ国中15ヵ国（ベラ
ルーシを含む）である。
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で考えると、やはり「地域」（local）を中核に考えざるを得ない。なお、
SDGsでは、目標11が「まちづくり」を掲げ、面への関心を示しているが、
内容的には都市（部）中心主義への偏向を否めず、都市とそれ以外、農村
との関係を含めた地域への視点が重要ではないか、という点を、予め問題
提起として付言しておきたい。
　一方、言うまでもなく、SDGsはグローバルなイシューであり、それを
なぜ地域を基点に考えるのか、という点についても説明が必要であろう。
その点に関して改めて思い起こされるのが、グローカル（glocal）という
概念であると言えよう。グローカルとは、周知の通り、グローバル・ロー
カライゼーション（global localization）の進行を背景に、グローバル（global）
とローカル（local）とを掛け合わせた造語として登場した。ローカルのグ
ローバルとの結びつきを押さえた用語として、ローカルレベルでの連携、
協働をグローバルに位置付ける上で有用であり、英語圏の社会でもその使
用は広く受け入れられてきた。
　グローカルがいつから用いられるようになったかを含めて使用例に確た
る情報はないと言えるが（8）、初期の使用例は概ね1980年代後半に集中して
いる。この時期は、冷戦の終結が進み始めた時期でもあり、冷戦下では、
政治・軍事のみならず、経済・社会においても国家が前面に出がちであっ
たが（グローバル企業が多国籍企業と呼ばれていたことを含めて）、それ
が終焉に向かうと、経済・社会面を中心に地方自治体をはじめとするロー
カル・アクター、また、市民社会のグローバル社会での活躍が目につくよ
うになる。多言するまでもなく、経済・社会については、日本でも見られ
てきたように、地域の（基礎）自治体が主導的な役割を果たすことが多く、
そこに多くの知見やノウハウが蓄積されていることが一般的である（9）。冷

（8）  数少ない例外として、上杉富之（2020）「グローカル研究の構想とその射程」成城大学グロー
カル研究センター『グローカル研究の理論と実践』（東信堂）、第１章が参考になる。なお、
成城大学の当該研究センターは、2008年10月に発足している。また、関連して、神田外語
大学国際社会研究所（編）（2009）『グローカリゼーション：国際社会の新潮流』（神田外語
大学出版局）、Roudometof, V. N. (2016), Glocalization: A Critical Introduction, Routledgeも参照。
もっとも、筆者は、グローカリゼーションにおけるガバナンスが重要なテーマであると考え
るが、こうした先行研究では、それへの言及は皆無である。

（9）  今般の COVID-19への対応についても、日本の内外を問わず、このことが示されたと言え
る。Mihr, A. (2021), “‘Glocal’ Governance in the OSCE Region: A Research Proposal”, in A. Mihr 
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戦後に、先進世界の地方自治体、地域が担う対発展途上地域向けの国際協
力が増えたのも、このような背景があったからである。仮に国際協力で国
家が前面に出るとしても、経済・社会の分野では地域、地方の協力が不可
欠であるような状況が不可逆的に進行してきたと言える。
　ちなみに、日本では、都道府県と政令指定都市に対象が限定されたが、
自治体国際協力大綱の策定が自治省（当時）から求められたのは1995年
のことであった。また、自治体国際協力促進事業（モデル事業）が自治体
国際化協会（CLAIR、1988年設立）により始められたのは1996年のこと
である。その詳細についてはここではふれないが、各自治体は、単独の場
合もあるが、多くは地域の企業、市民とともにそうした事業に取り組んで
きたと振り返ることができ、その意味では、経済・社会面の国際協力にお
いては、地域における面の形成が基点として重要であったと言えよう。
　こうした動きは SDGsへの合意形成のかなり以前から始まったというこ
とになるが、このような下地があったからこそ、SDGsへの取り組みが進
展したということも言える。そもそも持続可能性については、今なおよく
知られたブルントラント委員会報告（1987年）を受けて開催された国連
のいわゆる地球サミット（正式名は国連環境開発会議）開催（1992年）
が世界の世論形成に大きな役割を果たしたが、その後の同会議プラス10

（2002年）、プラス20（2012年）の開催、ユネスコによる ESD（持続可能
な開発教育）への取り組みなどを含めて、世界的にさらに大きな問題関心
となる一方で、具体的なアクターとしては自治体、市民社会を中心とする
いわゆる非国家行為主体、またその連携が先進世界を中心に大きな役割を
果たしてきた。発展途上世界では、その点でやや遅れて非国家行為主体が
担い手として登場することになったし、その背景として、強権的開発体制
の下で脱集権化、地方分散化の展開も遅れ気味であったことを指摘できる
が、それでも、こうした世論形成の現場での発展途上地域の非国家行為主
体の参加状況には、ストックホルムでの国連人間環境会議（1972年）な
どと比較しても、いまや隔世の感があり、最近では、パリ協定の締結（2015

(ed.), Between Peace and Conflict in the East and West (Springer), ch. 16も参照。この文献では、
タイトルにあるように、ガバナンスにも焦点が当てられているが、なお研究途上にあると見
受けられる。
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年）に至る過程にも示されたと言えよう。
　ところで、SDGsマターに関しての非国家行為主体の役割の重視の流れ
の中で、しかし、改めて指摘しておきたいのは、アクター間の連携、協働
をどう位置づけるのかという問題である。周知の通り、一方では、毎年の
通称ダボス会議での Global 100に典型的に示されているように、企業単位
での SDGs取り組みランキング、評価が進んでいる。また、THE（Times 

Higher Education）はインパクトランキングとして、大学の SDGsへの取り
組みを評価する取り組みを進めており、これも併せて注視されるところで
ある。このように、アクターごとの取り組みへの視点が定着している半面
で、他のアクターとの連携、協働などの面としての取り組みへの視点が、
そうした作業に反映されているとは言えない。事実上、マトリックス型の
対応をフォローする形になっている、とさえ見受けられる。
　ちなみに、日本では、同種の評価の仕組みとして、ジャパン SDGsアワー
ドが知られているが、これは、企業、学校のみならず、地方自治体、NPO

を含むすべての職域のアクターを対象とした表彰制度であり、評価基準は、
「普遍性」、「包摂性」、「参加型」、「統合性」、「透明性と説明責任」から構
成されている。このうち、「参加型」では、他のアクターとの連携、協働
も評価される実態はあるものの、それが必須要件とはなっていない、他の
形の「参加」でもよい、言い換えれば、連携や協働は評価の基準として明
示されている訳ではないという点は付言しておきたい。他方、「統合性」は、
複数目標の統合を含意する基準だが、その際に単一のアクターだけでの取
り組みでは不十分なケースがあり、その場合は、他のアクターとの連携、
協働が視野に入ってくるものの、これについても、評価の基準として最初
から明確に設定されている訳ではない。このように、連携や協働が評価等
の中核的な基準になっているとは言えない点は確認しておきたい。
　日本に関しては、さらに、地方創生と結びつけた SDGs、すなわち、「地
方創生 SDGs官民連携プラットフォーム」にも注目したい。内閣府に事務
局を置くこのプラットフォームは、周知の通り、優良事例の選定を2020

年度以来進めている。ただ、現行は、どちらかと言えば、様々なアクター
のマッチングの場として利用されており、面としての地域の整備がしっか
りと進められているとは見受けられない。もっとも、このような新たな取
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り組みを通して、SDGsに対する地域の面としての取り組みが、いわば標
準となっていくことは、今後期待される。
　さて、このような動きの中で重要になってくるのは、やはりローカル・
ガバナンスの問題であろう。そして、この問題について日本において注視
されるのは「自治体 SDGsモデル事業」である。要は、自治体が中心となっ
て地域に根付いた SDGsの取り組みのガバナンスを構築していくという事
業であるが、その前提要件となるのは、「SDGs未来都市」としての選定
である。逆に言えば、同都市に採択されたからといって当該事業に選定さ
れる訳ではなく、実際、未来都市に2021年度末までに選定された124の自
治体のうち、モデル事業に関わっているのは40にとどまっているという
現状があり（10）、ガバナンスが引き続き重要なテーマであることがうかがい
知れる。
　関連して、2018年度から自治体を対象に毎年行われている「SDGsに関
する全国アンケート調査」（11）によれば、ステークホルダー（本稿で言うア
クターのことで、住民、企業、金融機関、教育・研究機関、NPOなど）
との「連携」について、2021年度調査にて「推進」と回答したのは25.5％
にとどまり、調査初年度である2018年度の調査での12.0％に比べれば倍
以上とはなっているものの、2019年度は11.7％、2020年度は22.9％と決し
て進み具合が早いとは言えないこと、また、なお42.0％の自治体が「推進
予定」、32.5％が「未推進」と回答していることからも、「推進」がメジャー
な動きになっているとは言えないことを付言しておきたい。同アンケート
調査では、また、「SDGsを推進することで得られた変化・効果」と「SDGs

を推進することで期待する利点」についても自治体からの回答を集計して
いるが、2021年度の前者については、比率が最も高い「よく分からない」
を別とすれば、「事業者・民間団体との連携強化」が最高で16.2％、一方、
同じく後者については、「事業者・民間団体との連携強化」が第１位で
18.3％、その他には「地域住民との連携強化」が13.1％などとなっている。

（10） 内閣府（2022）『SDGs未来都市・自治体 SDGsモデル事業事例集』に基づく2021年度ま
での状況による。

（11） 各年度の当該調査結果については、https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/kaigi/sdgs_chousa.
htmlより入手でき、このパラグラフの以下の数字もこれに基づいている。
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これらの結果は、SDGsの取り組みにおいて、ステークホルダーとの「連携」
に主要な関心が向かっていると理解できると言ってよいが、別言すれば、
現状はまだまだ進んではいないということであろう。
　なお、併せて指摘したいのは、SDGsに実際に取り組んできた自治体が、
比較的規模の大きな自治体に偏向する傾向があるという点であり、これを
受けて、2022年度からは「広域連携 SDGs」に着眼した取り組みが開始さ
れることになった。日本政府の調査（12）によれば、人口５万人未満の基礎
自治体で何らかの形で SDGsに取り組んだ実績がある自治体は56.6％、５

千人未満となると40.8％であり、人口５万人以上50万人未満の自治体の
79.0％、50万人以上の自治体の90.9％と比較して小さからぬ差がある。そ
もそも、物質等循環は、人為的な境界に馴染まない場合が少なくなく、地
域とはいうものの閉鎖的な地域を想定してきた訳ではないので、地域を広
域的に位置づけるということは、自然な動きと考えられるが、問題は、広
域という地域のガバナンスをどうするか、ということであろう。広域でな
くとも、ローカル・ガバナンスの形成が中途であると言える状況の中で、
広域になるとさらに難しい問題がそこに出てくることは言うまでもない。
　ローカル・ガバナンスの問題をここでさらに掘り下げるだけの余裕はな
いが、以下では、「自治体 SDGsモデル事業」の事例を取り上げ、この問
題を考察するに際して注視すべき点を指摘し、今後のローカル・ガバナン
スの研究につなげていきたい。なお、ローカル・ガバナンスの問題は、一
般的な形でも論じ得るものではあるが、本稿では、SDGsのためのローカ
ル・ガバナンスという観点から考察を進めていきたい。
　以下でまず取り上げるのは、松山市のケースである。同市を最初に取り
上げる最大の理由は、当該事業に採択されているということの他に、
SDGsを取り入れる形での自治体国際協力推進事業（モデル事業）にも採
択されていることにある。ローカルな取り組みを進める一方で、SDGsが
もともとグローバルなイシューであり、グローカルな観点も求められる、
言い換えれば、SDGsのためのローカル・ガバナンスは、グローカル・ガ
バナンスである必要もある、という観点からは、松山市の取り組みは、格

（12） 調査は、もともと2020年度分と2021年度分を比較する形でなされているが、ここでは、
2021年度分の結果のみを以下で引用する。
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好の事例であると言える。本稿で参考にした内閣府の事例集（注（10）参照）
にも、国際連携について記述のある自治体は少なくないが、具体的な取り
組みに進んでいると見受けられる事例はほとんど確認できなかった。松山
市は、本稿の問題関心からすれば唯一の事例として確認できたのであ
る（13）。
　ちなみに、先に言及した「SDGsに関する全国アンケート調査」は、「得
られた変化・効果」と「期待される利点」に関して、「国際協力」も回答
の選択肢に含めている。しかし、前者について「国際協力」が占める割合
は2021年度調査で2.1％、後者に関しては同じく2.8％などとなっており、
SDGsのローカルな取り組みにおいて、グローカルな側面は決して強くは
ないことが知られる。松山市の事例は、このような動向に照らしてみても
大いに注視されよう。
　さて、その松山市（人口は約51万人）であるが、自治体 SDGsモデル
事業には2020年度に採択されている。基本となるのはプラットフォーム
事業で、関連する SDGs目標については、４、７、８、９、 11の５つが挙げ
られている。また、2030年のあるべき姿として、「安全で環境にやさしい
持続可能な観光未来都市まつやま」が設定されている。SDGs推進に当たっ
て経済、社会、環境の３側面をつなぐ取り組みが求められていることは周
知の通りであるが、松山市においては、経済面では「産業の活性化と交流・
関係人口が拡大し、賑わいがあり選ばれるまち」、社会面では「コンパク
トで防災力も高く、多様な主体が活躍する安全安心で快適なまち」、そし
て環境面については「協働が築く、豊かな自然環境と共生するまち」がス
ローガンとして掲げられている。
　ローカル・ガバナンスの中核は、既述の通り、プラットフォームであり、
このような枠組み自体は、他の自治体でも設けられていて決して珍しくは
ない。ただ、注視しておきたいのはプロジェクト・ベースでこれが運用さ
れているという点である。プロジェクトを動かすのは、プラットフォーム
に設置された分科会であり、優れた取り組みを実施した分科会には、市の

（13） 自治体国際協力促進事業（モデル事業）には、事業名に SDGsが入っていなくとも SDGs
関連であると考えられるものが少なくないとは思われるが、ここでは、確実性を期して、
SDGsが事業名に入っているもののみを対象とした。
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認証による差異化が進められることとなっている。同市の公式 HPによれ
ば、現在、２つの分科会（スマートアイランドモデル、水素ステーション
導入に関するもの）が走っているが、いずれも、大学関係者が代表者を務め、
市に加え民間業者、公共団体、金融機関などが参画している状況がある。
　他方で、同市は、自治体国際協力促進事業（モデル事業）に前年度の
2019年度に採択されている。2020年度までの２ヵ年事業であり、事業名は、
「NGOとの協働による国際協力活動（福祉分野）と松山市の ESD／SDGs

推進事業」であるが、もともとは松山市に事務所を置く NPO法人による
JICA草の根技術協力事業（2016～2018年）がベースになっている。JICA

事業のカウンターパートであった先方（フィリピンのロドリゲス市）の
NGOから同事業完了後に同市役所（社会福祉開発課、保健局）への事業
引継ぎが行われたのと並行して、松山市側でも市役所や（公財）松山国際
交流協会、また学校等が連携、参加する形で事業が展開されたのである。
いわば、Local to Localの SDGs国際協力事業と言えるが、その３本柱は「国
際協力」、「国際理解」、「教材冊子作成」である。「国際協力」とは、ロド
リゲス市への障がい者（児）支援であり、技術支援を中心に行われた。当
初は、松山市側からの専門家派遣とロドリゲス市からの研修者の受け入れ
を軸に事業が進められたが、新型コロナウイルスの感染が広がり、ロドリ
ゲス市でロックダウンや移動制限が始まると、人的交流は取りやめとなり、
電子メールや Facebookを利用した福祉技術協力が進められた。前段階で
の JICA草の根技術協力事業による蓄積があったとはいえ、自治体国際協
力促進事業（モデル事業）の多くが辞退するという状況（2020年度は採
択16件中13件が辞退）の中での、こうした事業の継続は、大いに注目さ
れる。「国際理解」に関しては、国際交流・協力の実績に基づいた学校向
けの教材・カリキュラム開発が中心であった。この事業は、主に（公財）
松山国際交流協会によって担われたが、学校での事業展開においては、
NPO法人や教育学部のある愛媛大学が連携し、松山市内の５つの小学校
で実施された。国際協力事業を将来にわたって理解・支援、さらには参画
する人財の育成に貢献したと言えよう。「教材冊子作成」は、この事業を
さらに進め、教材作成の株式会社も加わって、他の学校でも SDGs学習に
利用できるように、指導者用手引書と共に作成された（B５判、全20ペー
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ジ、フルカラー）。併せて、セミナーやフォーラム、フェアなどの機会を
利用して、この教材の周知・広報活動も展開された。
　以上のような国際協力促進の取り組みを、松山市側の自己点検・評
価（14）を基に筆者なりに整理するならば、第一に、「NPO／NGO、大学、小
学校等の教育現場と、国際交流協会のそれぞれの既存の活動を SDGsとい
うキーワードで結び付けて一つの事業として展開」したこと、第二に、教
材と指導者手引書が作成されたことで、事業の継続性が担保されたこと、
第三に、民間の事業者も参画したことで、複数の課題（この場合は福祉の
他に教育）を同時解決する（縦割り的ではない）国際的にも汎用性の高い
仕組みができた点、をあげておきたい。自治体 SDGsモデル事業では、目
標４が掲げられながらも、その位置づけがやや曖昧で、目標７、８、９、
11を重視した取り組みとの感が否めなかったが、ここにきて、目標４と
の関連性が明確に打ち出されていると言えよう。
　ところで、アクター間の連携、協働に関しては、『SDGs未来都市・自
治体 SDGsモデル事業事例集』（注（10）に既出）によれば、多くが、松山
市と同様の（ステークホルダーの）プラットフォーム、また、コンソーシ
アム、パートナー（制度）、連携協定などを掲げている。しかし、これらは、
枠組み設定の域を出ていないと言えるケースが多く、実際の連携、協働の
事業となると、多くを確認できないのが現状である。枠組みの設定だけで
は、ガバナンスとは言えず、実際にそうした枠組みをベースに具体的な事
業、取り組みを蓄積し、枠組みの適切性を検証するというプロセスは不可
欠であろう。そのようなプロセスを通じて、SDGsローカル・ガバナンス、
さらには SDGsグローカル・ガバナンスのあり方が見えてくると言えよ
う。このような意味において、松山市の事例は、他に一歩先んじていると
言え、今後の展開をさらに注視していきたい。
　なお、最後に、松山市の国際協力推進事業の事例について、一言だけコ
メントを付すならば、取り組みを継続していくための資金的手立てをどう
するか、という点は、こうしたガバナンスを考える上では重要である。こ
れまでは、補助金を含め基本的には公的財源に依存してきた訳だが、既に

（14） 松山市作成の事業報告書（www.clair.or.jp/j/cooperation/docs/03_matsuyamashi.pdf）を参照。
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自治体 SDGsモデル事業において見られる地域金融との連携も一つの選択
肢として考えられるのではないか、とコメントしておきたい。
　SDGsローカル・ガバナンスを考える上で他に注目したいのは、ニセコ
町（北海道）と北九州市である。いずれも、未来都市選定の初（2018）年
度に同都市に選ばれると同時に、自治体 SDGsモデル事業にも採択されて
いる。前者（人口は５千人弱）については、PPPの形で SDGsを推進する
ための株式会社を設立しているという点に注目したい。町が38％、地元
事業者が34％、その他の専門業者が28％の出資比率で2020年に創業した
のは「㈱ニセコまち」である。推進アクターを株式会社として一本化する
という手法は、大規模な自治体地域では難しいかもしれないが、小規模な
自治体地域ではガバナンスの一つの可能性として、今後の推移を見守りた
い。もっとも、株式会社としたことで、やや気になるのは、その ESGの
側面である。ESGがどのような形で具体的に同株式会社に織り込まれて
いるのか、については、今後の評価を俟ちたいと考える。また、グローカ
ルの側面も注視されるところであるが、確かに、世界へ発信できるモデル
を目指していることは明示されている。ただ、その実績については同じく
今後の推移を確認したい。
　一方、北九州市（人口は94万人弱）については、「北九州 SDGsクラブ」
という連携、協働の枠組みを作り、その下にプロジェクトを立ち上げる手
法をとっている点が注視される。同市の公式 HPによれば、2020年９月の
時点で６つのプロジェクトチームが走っているが、松山市の分科会に近似
した取り組みと理解できる。市によって取りまとめられた「プロジェクト
チーム運営ガイドライン」（2019年11月）には、単発のイベント等ではプ
ロジェクトとは言えず継続性、計画性が求められること、指標を設定して
活動の実績や成果を評価すること、経済・社会・環境の３側面を意識した
複数の SDGs目標への取り組みが望ましいこと、既存の活動の置換ではな
く、既存の枠を超えたステークホルダーの連携が期待されること、などが
盛り込まれている。枠組みの設定を超えた取り組みを志向する動きとして、
松山市と共に、引き続き注視していきたい。
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おわりに

　本稿では、SDGsというグローバルな課題に対しての非国家行為主体、
特に「地域」アクターが果たす役割の重要性を確認するとともに、そのガ
バナンス（ローカル・ガバナンスにとどまらずグローカル・ガバナンスの
構築）の必要性を論じてきた。それは、なお多くのケースにおいて途上に
あるものの、具体的な取り組みを通じた試行錯誤のプロセスの先に見えて
くるものとする一方で、既に取り組まれている連携や協働の「事業」にヒ
ントが隠されている、とした。その意味では、本稿もまた途上にある、と
いうことになる。併せて、本稿では、海外の事例の詳細な検討は先送りと
された（15）。
　本（2022）年は、SDGsの開始年と目標年のほぼ中間にあたる。折しも、
COVID-19の影響下に、順調に減少してきた極度の貧困に見舞われる人口
が1998年以来初めて増加に転じ、2020年には１億２千万人ほど増えたり、
また、児童の就学について、最低限の読み書きすらできない子供が約１億
人増加し、過去20年間に積み上げてきたこのことに関する成果を台無し
にしたりしている等と報告されている（16）。中間の時期におけるこうした動
きは、SDGsの目標年までの達成に影を落としていると言えるが、しかし、
グテーレス（Antonio Guterres）現国連事務総長は、COVID-19への対応に
おける地域の（回復）力に注目し、希望は失われていないとしている（17）。
多言するまでもなく、この力は枠組みの設定にとどまるものではない。連
携や協働の具体的取り組み、事業の積み重ねの上にガバナンスを強化する
こと無くしては希望にはつながらないと言えよう。

（15） いわゆる VLR（Voluntary Local (Sub-national) Review）の検証が必要である。その点で、こ
の情報が集約されている世界的プラットフォーム／ネットワークの Local 2030: Localization 
the SDGsが有用である。ちなみに、その HPには、閲覧時点（2022年５月５日）で、日本関
係では、本稿でふれた北九州市の他に、浜松市、富山市と下川町（北海道）の VLR（いず
れも英文）が掲載されている。

（16） ここにふれたのは、紙幅の関係で、悪影響のごく一部に過ぎないが、詳しくは United 
Nations, Sustainable Development Goals Report 2021を参照。

（17） Ibid., p. 2.
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〔付表〕SDGs の目標：MDGs との比較

SDGsの目標 MDGsの目標

１ あらゆる場所のあらゆる形態の貧困に終止符 １ 極度の貧困と飢餓の撲滅

２ 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善
を実現し、持続可能な農業を促進

３ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活
を確保し、福祉を促進

４

５

６

乳幼児死亡率の削減

妊産婦の健康の改善

HIV／エイズ、マラリア及びその他の疾病
の蔓延防止

４ すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い
教育を提供し、生涯学習の機会を促進

２ 普遍的初等教育の達成

５ ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び
女児の能力強化

３ ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上

６ すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続
可能な管理を確保

７ 環境の持続可能性の確保

７ すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可
能な近代的エネルギーへのアクセスを確保

８ 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての
人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのあ
る人間らしい雇用を促進

９ 強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂
的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベー
ションの推進

10 各国内及び各国間の不平等を是正

11 包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持
続可能な都市及び人間居住を実現

12 持続可能な生産消費形態を確保

13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急
対策

14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保
全し、持続可能な形で利用

15 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の
推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対
処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生
物多様性の損失を阻止

16 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会
を促進し、すべての人々に司法へのアクセス
を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で
説明責任のある包摂的な制度を構築

17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、
グローバル・パートナーシップを活性化

8 開発のためのグローバル・パートナーシッ
プの推進

資料）JICA資料に基づき筆者作成。
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 （2022年５月７日脱稿）



－122－

国研紀要160（2022.10）

Summary

The Problems of the SDGs and Local/Glocal 
Governance

SATO Motohiko

 The present article reviews not only the advantages but also the disadvantages 
of SDGs (Sustainable Development Goals) of the United Nations (UN). It firstly 
refers to the advantages from a standpoint of “sustainability” and “no one left 
behind”, which are in contrast with the UN MDGs (Millenium Development 
Goals). On the other hand, it clarifies three disadvantages, namely (1) possible 
contradictions between goals for poverty eradication and those for sustainability, 
(2) lack of concrete visions for cooperation among various actors (stakeholders), 
and (3) apolitical nature which never refers to political regimes (e.g. democratic or 
non-democratic/repressive). The first and the third points need further in-depth 
studying, which is also beyond a task of the present article, then its focus is put 
upon the second point.
 This second point is closely related with a characteristic setting of the SDGs. 
That is in other words a “Matrics-type” structure. It makes clear each actor’s role 
for the SDGs, but no hard idea on linkages or collaboration among actors. 
Platform or consortium is a typical and popular reference in this regards, but it 
shows only an institutional framework and lacks in “governance” (local/glocal). 
The present author considers that it is this shortage which has not promoted the 
SDGs in a progressive way. The article’s conclusive comments are not yet 
necessarily clear, but the author does some case studies mainly of Japan and 
suggests some possible and desirable local/glocal governance for the SDGs.
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